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決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
は
市

民
の
健
康
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て
、

「
行
政
区
に
お
け
る
健
康
運
動
の

取
組
み
が
計
画
通
り
に
進
ん
で
い

な
い
」
と
い
う
意
見
に
議
論
が
集

中
し
、
そ
し
て
改
善
を
求
め
る
意

見
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

　

「
健
康
と
は
、
病
気
で
な
い
と

か
、
弱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
肉
体
的
に
も
、
精
神

的
に
も
、
そ
し
て
社
会
的
に
も
、

す
べ
て
が
満
た
さ
れ
た
状
態
に
あ

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
（
日
本
Ｗ

Ｈ
Ｏ
協
会
訳
）
」
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
。
体
の
健
康
を
維
持
す
る

こ
と
や
、
精
神
的
な
健
康
を
保
ち
、

心
豊
か
な
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が

と
て
も
大
切
で
す
。
さ
ら
に
他
人

や
社
会
と
健
全
な
関
係
を
築
く
こ

と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
心

も
体
も
健
康
に
生
き
る
こ
と
が
本

当
の
幸
せ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
後
藤
理
恵
）
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高
齢
化
社
会
に
お
い
て
現
行
の

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
軽
度
者
に

対
す
る
福
祉
用
具
、
住
宅
改
修
に

対
す
る
補
助
制
度
は
高
齢
者
の
自

立
や
介
護
者
の
負
担
軽
減
に
大
き

な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
地
域
包

括
支
援
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
も
い

え
る
制
度
で
す
。

　

し
か
し
、
平
成
27
年
６
月
30
日

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
、
次
期
介
護

保
険
制
度
改
正
の
中
に
は
、
要
支

援
１
、
２
な
ら
び
に
要
介
護
１
、

２
の
軽
度
者
に
対
す
る
福
祉
用
具

貸
与
な
ら
び
に
住
宅
改
修
の
費
用

を
原
則
自
己
負
担
と
す
る
こ
と
が

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
軽
度
者
に

と
っ
て
、
手
す
り
や
歩
行
器
な
ど

の
福
祉
用
具
は
、
転
倒
に
よ
る
骨

折
予
防
や
歩
行
機
能
の
維
持
に
不

可
欠
で
あ
り
、
高
齢
者
が
地
域
で

暮
ら
せ
る
環
境
作
り
、
社
会
活
動

の
機
会
を
増
や
す
事
に
も
つ
な
が

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
宅
改
修

に
つ
い
て
は
軽
度
者
の
安
全
確
保

と
と
も
に
介
護
者
の
負
担
軽
減
に

も
大
き
く
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

仮
に
軽
度
者
に
対
す
る
福
祉
用

具
貸
与
な
ら
び
に
住
宅
改
修
の

費
用
が
原
則
自
己
負
担
に
な
れ

ば
、
低
所
得
世
帯
等
の
弱
者
に
と

っ
て
は
大
き
な
経
済
的
負
担
と
な

り
、
こ
れ
ら
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が

抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
高
齢
者
の
自
立

的
な
生
活
が
阻
害
さ
れ
る
と
と
も

に
重
度
化
が
進
展
す
る
事
に
な
れ

ば
、
介
護
保
険
給
付
の
適
正
化
に

反
し
て
給
付
費
が
増
大
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
と
も
に
、
本
来
介
護

保
険
料
を
払
う
こ
と
で
、
必
要
な

と
き
に
十
分
な
介
護
が
受
け
ら
れ

る
と
い
う
介
護
保
険
制
度
本
来
の

趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
る
と
考
え

ま
す
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
次
期
介
護
保

険
制
度
改
正
に
お
け
る
福
祉
用
具

貸
与
な
ら
び
に
住
宅
改
修
の
費
用

を
原
則
自
己
負
担
と
す
る
内
容
に

つ
い
て
は
、
現
行
通
り
介
護
保
険

の
給
付
対
象
と
す
る
事
を
強
く
求

め
ま
す
。

教
育
予
算
の
確
保
と
充
実
を
求
め

る
意
見
書
（
委
員
会
提
出
議
案
第

１
号
）

　

子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
教
育
を

保
障
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
基
盤

づ
く
り
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

こ
と
で
す
。

　

少
人
数
学
級
に
つ
い
て
は
、
平

成
23
年
度
は
じ
め
、
30
年
ぶ
り
に

「
義
務
標
準
法
」
が
改
正
さ
れ
、

保
護
者
・
地
域
念
願
の
35
人
学
級

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
平
成
24

年
９
月
に
は
、
文
科
省
が
「
子
ど

も
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
教
職
員

体
制
の
整
備
」
と
し
て
、
小
学
校

２
年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で

の
学
級
編
制
標
準
を
５
年
間
で
順

次
35
人
以
下
に
改
善
す
る
こ
と
と

い
う
教
職
員
定
数
改
善
案
を
出
し

ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
実
現
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
今
年
４
月
、

平
成
29
年
度
か
ら
小
２
に
も
拡
大

す
る
方
針
を
固
め
た
よ
う
で
す
が
、

小
学
６
年
生
や
中
学
３
年
生
ま
で

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
全
く
言
及

さ
れ
て
お
ら
ず
、
見
通
し
す
ら
立

っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

平
成
22
年
度
に
文
科
省
が
実
施

し
た
「
今
後
の
学
級
編
制
及
び
教

職
員
定
数
の
あ
り
方
に
関
す
る
国

民
か
ら
の
意
見
募
集
」
で
は
、
保

護
者
の
７
割
以
上
が
今
後
の
学
級

規
模
と
し
て
、
30
人
以
下
を
望
ん

で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
学
習
指
導
要
領
の
本

格
実
施
に
よ
っ
て
増
加
し
た
授
業

内
容
や
、
年
々
深
刻
化
・
複
雑
化

す
る
生
活
指
導
、
特
別
な
指
導
を

必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
へ
丁
寧

な
対
応
を
し
て
い
く
た
め
に
も
、

教
職
員
の
定
数
増
は
不
可
欠
で
す
。

　

さ
ら
に
、
三
位
一
体
改
革
に
よ

っ
て
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
国
庫
負
担
率
が
２
分
の
１
か

ら
３
分
の
１
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

以
来
、
自
治
体
の
財
政
を
圧
迫
し

て
い
ま
す
。

　

教
育
は
未
来
へ
の
先
行
投
資
で

あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
全
国
ど
こ

で
で
も
、
等
し
く
良
質
な
教
育
が

受
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
少
人
数
学
級
を
推

進
し
、
当
面
、
小
学
校
２
年
生
以

上
の
「
35
人
以
下
学
級
」
を
早
期

に
実
現
す
る
こ
と
、
教
育
の
機
会

均
等
と
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め

に
、
教
職
員
の
定
数
増
、
お
よ
び

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅

持
と
と
も
に
国
庫
負
担
率
を
２
分

の
１
に
復
元
す
る
こ
と
を
、
要
請

致
し
ま
す
。

意

見

書

12月定例会の会期日程（予定）
12/  1（木） 本会議（議案上程）
12/  6（火） 本会議（質疑）
12/  7（水） 総務文教常任委員会
12/  8（木） 保健福祉常任委員会
12/  9（金） 都市経済常任委員会
12/16（金） 本会議（一般質問）
12/19（月） 本会議（一般質問）
12/20（火） 本会議（一般質問予備日）
12/22（木） 本会議（委員長報告と質疑・討論・採決）
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